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札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例 

 （趣旨） 

第１条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭

和４６年法律第７７号）に基づく札幌市立学校（札幌市立学校設置条例（昭

和３９年条例第６号）第１条に掲げる学校をいう。以下同じ。）の教育職員（札

幌市立学校教育職員の給与に関する条例（平成２８年条例第 号）第１条に

規定する教育職員をいう。以下同じ。）の給与その他の勤務条件に関する特例

については、この条例の定めるところによる。 

（教育職員の教職調整額の支給等） 

第２条 教育職員（校長、園長、副校長及び教頭を除く。以下同じ。）には、そ

の者の給料月額の１００分の４に相当する額の教職調整額を支給する。 

２ 前項に定めるもののほか、同項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、

人事委員会規則で定める。 

（教職調整額を給料とみなして適用する条例等） 

第３条 前条第１項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例及び

これらに基づく規則その他の規程の規定の適用については、同項の教職調整

額は、給料とみなす。 

  札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する

条例（昭和６３年条例第３号） 

  公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例（平成１３年条例第

３４号） 

  札幌市立学校教育職員の給与に関する条例（第１６条、第２３条、第２

７条、第３０条及び第３５条の規定に限る。） 



  札幌市立学校教育職員退職手当条例（平成２８年条例第 号） 

（教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等） 

第４条 教育職員については、原則として時間外勤務（札幌市立学校教育職員

の勤務条件に関する条例（平成２８年条例第 号。以下「教育勤務条件条例」

という。）第２条第１項において読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に

関する条例（平成６年条例第３９号。以下「市勤務条件条例」という。）第７

条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、次に掲げる日に

おいて当該正規の勤務時間中に勤務することを含む。次項において同じ。）を

命じないものとする。 

  教育勤務条件条例第２条第１項において準用する市勤務条件条例第９条

第１項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日 

  教育勤務条件条例第２条第１項において読み替えて準用する市勤務条件

条例第１０条第１項に規定する代休日 

２ 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場

合で臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。 

   生徒の実習に関する業務 

   札幌市立学校の行事に関する業務 

  職員会議（教育委員会の定めるところにより札幌市立学校に置かれるも

のをいう。）に関する業務 

  非常災害の場合、幼児、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要と

する場合その他やむを得ない場合に必要な業務 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 （理 由） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律による市町村立学校職員給与負担法の一部改正により、札幌

市立学校の一部の教育職員の給与負担等に関する権限が北海道から移譲される



ことに伴い、本市の教育職員の給与その他の勤務条件に関する特例について定

めるため、本案を提出する。 

 

 


